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第1節　大気環境の保全対策

1　大気環境の監視・観測体制の整備

国設大気環境測定所、国設自動車交通環境測定所を引き続き運営していきます。また、「大気汚染物質広
域監視システム（そらまめ君）」により全国の大気汚染常時監視データをリアルタイムで収集し、監視体制
の充実を図ります。微小粒子状物質（PM2.5）に関しては成分分析を引き続き実施するとともに、地方公共
団体における常時監視体制の整備を促進し、その測定結果を広く公表します。環境放射線等モニタリング調
査については、離島等（全国10か所）において引き続き大気中の放射線等のモニタリングを実施します。
また、有害大気汚染物質について、PRTR（化学物質排出移動量届出）データを活用した大気濃度シミュ
レーション等によりモニタリングの効率化を検討します。
さらに、モニタリングにより、揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制効果を把握するとともに、光化学
オキシダント濃度の動向の把握等を行います。

2　固定発生源対策

固定発生源からの大気汚染対策については、引き続き排出基準の遵守の徹底を図ります。また、近年の経
験豊富な公害防止担当者の大量退職等による、事業者や地方公共団体における公害防止業務の構造的変化に
対応するため、企業、自治体、住民等による地域ぐるみの公害防止の促進等の措置を講じていきます。窒素
酸化物（NOx）対策については、総量規制を行っている東京都特別区等、横浜市等及び大阪市等の地域に
ついて、引き続き総量規制の徹底を図ります。

3　移動発生源対策

（1）自動車排出ガス対策
中央環境審議会の「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」（第十二次答申）を踏まえ、二輪
車の更なる排出ガス低減対策の推進を図るとともに、実態調査等で得られた知見を活用し、国連欧州経済委
員会自動車基準調和世界フォーラムにおける国際基準の見直しに貢献し、国際基準への調和について検討し
ます。また、近年、国内で増加傾向にある筒内直接噴射ガソリン車に対して、我が国の環境基準達成状況及
び粒子状物質（PM）の排出実態を把握した上で、PM規制の導入を検討します。さらに、自動車の駐車時
に排出される燃料蒸発ガス対策の強化や給油時等に排出される燃料蒸発ガス対策の導入について、実行可能
性、技術的課題、対策による効果等について確認するとともに、VOC排出量全体に占める寄与度や他の発
生源に対するVOC対策の実施状況及び欧米における状況も踏まえ、検討します。
また、2014年排出ガス基準に適合する公道を走行しない特殊自動車（オフロード特殊自動車）等への買
換えが円滑に進むよう、政府系金融機関による低利融資による促進を引き続き講じます。

（2）大都市地域における自動車排出ガス対策
大都市地域における二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）に係る大気環境の改善に向け、自
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動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成
4年法律第70号）に基づく車種規制、事業者による排出抑制のための措置、局地汚染対策及び流入車対策
等の施策を円滑かつ着実に推進します。

（3）低公害車の普及促進
車両及びインフラ導入に対する各種補助、自動車税・軽自動車税の軽減措置及び自動車重量税・自動車取
得税の免除・軽減措置等の税制上の特例措置並びに政府系金融機関による低利融資を通じて、低公害車の更
なる普及促進を図ります。

（4）交通流対策
交通流の分散・円滑化施策としては、環状道路等幹線道路ネットワークをつなぐとともに、今ある道路の
運用改善や小規模な改良等により、道路ネットワーク全体の機能を最大限に発揮する「賢く使う」取組、及
び道路交通情報提供の内容・精度の改善・充実、信号機の改良を行います。また、違法駐車の取締り推進を
始め、ハード・ソフト一体となった駐車対策を推進します。さらに、公共交通機関の利用を促進するため、
公共車両優先システム（PTPS）の整備を推進します。

（5）船舶・航空機・建設機械の排出ガス対策
船舶から排出される硫黄酸化物（SOx）及びPMは、燃料油に含まれる硫黄分に起因するため、国際海事

機関（IMO）では、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書
（MARPOL条約）に基づき、燃料油に含まれる硫黄分濃度の段階的規制が導入されています。我が国は、
この規則に対応した体制の整備を進めます。建設機械については燃費性能の優れた建設機械の認定制度を実
施するとともに、これらの建設機械の取得時の融資制度、補助事業を実施します。

（6）普及啓発施策等
各種イベント等において低公害車（次世代自動車等）、エコドライブの普及啓発を行うとともに、エコド
ライブ普及連絡会において、引き続きエコドライブの普及推進を図るため、行楽シーズンであり自動車に乗
る機会が多くなる11月を「エコドライブ推進月間」とし、シンポジウムの開催や全国各地でのイベント等
を連携して推進し、積極的な広報を行います。あわせて、当該連絡会が策定した「エコドライブ10のすす
め」の普及・推進に努めます。

4　微小粒子状物質（PM2.5）対策

PM2.5については、引き続き成分分析を含む常時監視体制の整備を推進するとともに、PM2.5の成分の連
続測定、シミュレーションモデルの高度化、発生源情報の整備、二次生成機構の解明等に取り組み、PM2.5

濃度の予測精度の向上、現象解明や効果的な対策の検討を進めます。注意喚起のための暫定的な指針に基づ
き、引き続き国民に対する的確な情報提供が行われるよう取り組みます。さらに、日中韓三カ国環境大臣の
合意に基づく政策対話や研究協力といった国際的な取組等を推進します。また、長期継続的に疫学調査等を
進めることなどにより、我が国におけるPM2.5の健康影響に関する更なる知見の充実を図っていきます。

5　光化学オキシダント対策

「大気汚染物質広域監視システム」により、リアルタイムで収集したデータを活用し、光化学オキシダン
トによる被害の未然防止に努めます。
光化学オキシダントの生成の原因物質であるNOx及びVOCについては、固定発生源からの排出抑制対
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策を引き続き実施していくとともに、「光化学オキシダント調査検討会報告書（平成26年3月）」に基づき、
光化学オキシダント濃度に影響を与えると推測される要因について、測定値に基づく解析とシミュレーショ
ンを組み合わせた解析等を行い、光化学オキシダントの経年変化要因の解明や削減対策の効果の把握を進
め、有効な対策の検討を行います。

6　多様な有害物質による健康影響の防止

（1）有害大気汚染物質対策
地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査を行うとと
もに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めます。

（2）石綿対策
石綿（アスベスト）による大気汚染を未然に防止する観点から、改正された大気汚染防止法（昭和43年
法律第97号）に基づき、吹付け石綿等が使用されている建築物等の解体等に伴う石綿の飛散防止対策の徹
底を図ります。また、2013年2月に「石綿の飛散防止対策の更なる強化について」（中央環境審議会中間答
申）で指摘された、特定建築材料以外の石綿含有建材を除去するに当たっての石綿飛散防止対策等の課題に
ついて、検討を行います。

7　越境大気汚染対策

（1）酸性雨対策
東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）の活動に対し、資金の拠出や技術的な助言を行う
とともに、新しい中期計画に基づく取組に積極的に参画・支援します。
国内においても、酸性雨による影響の早期把握、酸性雨原因物質や光化学オキシダント等、大気汚染物質
の長距離輸送の実態を長期的に把握し、それらによる被害を未然に防止する観点から「越境大気汚染・酸性
雨長期モニタリング計画」に基づき、国設酸性雨測定所等における大気モニタリング、湖沼等を対象とした
陸水モニタリング、土壌・植生モニタリングを着実に実施します。

（2）黄砂対策
日本、中国及び韓国の三カ国黄砂局長会合の下での共同研究等を通じて、黄砂に関連する観測データの共
有を引き続き進めるなど、関係各国と密接に連携・協力しながら黄砂対策に取り組みます。
国内においては、黄砂や黄砂と共に輸送される大気汚染物質の我が国への飛来実態を把握するための調査
を実施するとともに、黄砂観測装置（ライダー装置）によるモニタリング及び情報提供を行います。

8　放射性物質の常時監視

一般環境中の放射性物質の存在状況について、全国的な概況を把握すべく、モニタリングを実施するとと
もに、関係機関が既に実施している放射性物質に係るモニタリングのうち、環境放射能水準調査等、大気汚
染防止法の放射性物質の常時監視の趣旨に合致するものについて、必要に応じモニタリング結果の提供を受
け、併せて公表します。
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第2節　地域の生活環境に係る問題への対策

1　騒音・振動対策

（1）騒音に係る監視体制の強化等
地方公共団体と連携しながら、騒音に係る監視体制を充実させます。また、騒音・振動に関するより適切
な評価や規制の在り方及び沿道沿線対策についての検討、低周波音に関する実態把握及び知見の収集を行い
ます。

（2）工場・事業場及び建設作業騒音・振動対策
低騒音社会を目指し、低騒音型の機械・機器の普及を目指した騒音ラベリング制度について、引き続き周
知を図ります。さらに、騒音・振動については、より実態に即した測定、評価手法について検討を進めま
す。

（3）自動車交通騒音・振動対策
「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について（第三次答申）」（2015年7月中央環境審議会）におい
て示された今後の検討課題を踏まえ、引き続き、四輪車走行騒音規制の見直し、二輪車走行騒音規制の見直
し、マフラー性能等確認制度の見直し及び使用過程車に対するタイヤ騒音規制の適用時期についての検討を
行います。道路交通振動については、最新知見の情報収集・分析を行い、予測・評価手法の検討を行いま
す。

（4）航空機騒音対策
環境基準等の達成に向けて対策を推進するため、「航空機騒音測定・評価マニュアル」を用い、適切な実
態把握に努めます。また、「航空機騒音に係る環境基準について」の一部改正（平成19年12月環境省告示
第114号）に関して、2013年4月の施行を受けて円滑に対応が図られるよう努めていきます。
低騒音型機の導入、騒音軽減運航方式の実施等を促進します。また、住宅防音工事、移転補償事業、緩衝
緑地帯の整備等の空港周辺環境対策事業を推進します。
自衛隊等の使用する飛行場周辺の航空機騒音に係る環境基準の早期達成に向けて、消音装置の設置・使
用、飛行方法への配慮等の発生源対策、運航対策に努めるとともに、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関
する法律（昭和49年法律第101号）等に基づき、周辺対策を推進します。

（5）鉄道騒音・振動対策
新幹線鉄道の騒音・振動については、環境基準等の達成に向けて対策を推進するため、「新幹線鉄道騒音
測定・評価マニュアル」を用い、適切な実態把握に努めるとともに、引き続き発生源対策や技術開発等が計
画的に推進されるよう関係機関に要請していきます。また、新幹線鉄道沿線における騒音問題の未然防止の
観点から、土地利用対策等の具体的方策の検討を行います。
在来鉄道の騒音・振動問題については、関係機関と連携し適切に検討を行います。新線又は大規模改良の
計画に際しては、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」に基づき騒音問題の発生を
未然に防止するための対策を実施するよう鉄道事業者に要請していきます。また、「在来鉄道騒音測定マ
ニュアル」を用い、現状の把握に努めていきます。

（6）近隣騒音対策（良好な音環境の保全）
各人のマナーやモラルを向上させ、近隣騒音対策を推進するため、「近隣騒音防止ポスター・カレンダー
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デザイン」を一般公募し、引き続き普及啓発活動を行います。

（7）その他の対策
地方公共団体職員を対象として、低周波音問題に対応するための知識・技術の習得を目的とした低周波音
測定評価方法講習を引き続き行います。また、風力発電施設等から発生する騒音等の測定・評価方法を取り
まとめた報告書を公表したところであり、その周知及び普及に努めます。

2　悪臭対策

悪臭防止法（昭和46年法律第91号）の規制に関わる、特定悪臭物質の測定手法の算定方法の見直し等に
ついて検討を引き続き行います。

3　ヒートアイランド対策

「ヒートアイランド対策大綱」に基づき、人工排熱の低減、地表面被覆の改善、都市形態の改善、ライフ
スタイルの改善、人の健康への影響等を軽減する適応策の推進を柱とするヒートアイランド対策について、
近年の暑熱環境の状況や今後の見通しを踏まえつつ適切に実施します。
具体的には、ヒートアイランド現象に関する調査、効果的な暑さ対策に関する知見の周知、熱中症の予防
情報の提供、暑さ指数（WBGT：湿球黒球温度）のモニタリング等、クールシティ実現に向けての調査・
検討を引き続き実施します。さらに、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の主要会場周辺
等における暑さ指数に関する情報発信に向けて、調査・検討を実施します。

4　光
ひかりがい

害対策等

　光
ひかりがい
害対策ガイドライン、地域照明環境計画策定マニュアル及び光

ひかりがい
害防止制度に係るガイドブック等によ

り、地方公共団体における良好な照明環境の実現を図る取組を推進します。

第3節　水環境の保全対策

1　環境基準の設定等

水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目については、水環境中での存在状況や有害性情報等の知見の収
集・集積を引き続き実施します。
生活環境項目については、大腸菌について、基準設定の検討を引き続き実施します。また、水生生物の保
全に関する環境基準について、水環境中での存在状況や有害性情報等の知見の収集・集積を引き続き実施し
ます。国が類型指定を行う水域については、新たに生活環境項目環境基準に設定された底層溶存酸素量（以
下「底層DO」という。）を含めて、引き続き必要な情報を収集し、類型指定を進めます。

2　水環境の効率的・効果的な監視等の推進

水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）に基づき、国及び地方公共団体は、公共用水域及び地下水の
水質について、引き続き常時監視を行います。また、要監視項目についても、地域の実情に応じて水質測定
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を行います。なお、放射性物質についても、引き続き常時監視を行います。

3　公共用水域における水環境の保全

工場・事業場については適切な排水規制を行い、排水規制の対象となっていない項目等について、規制等
の対策の必要性の検討を進めます。また、カドミウムに関する暫定排水基準の見直しについても引き続き検
討を行います。
閉鎖性水域における水環境の保全を図るため、水質汚濁防止法等に基づく排水規制、下水道や浄化槽の整
備等の各種施策を総合的に実施します。また、富栄養化しやすい湖沼及び閉鎖性海域を対象として、水質汚
濁防止法等に基づき、窒素・りんの排水規制を行うとともに、水質状況等の把握を行います。
湖沼については、湖沼水質保全特別措置法（昭和59年法律第61号）に基づく湖沼水質保全計画が策定さ
れている琵琶湖や霞ヶ浦等11湖沼について、同計画に基づき、各種規制措置のほか、下水道及び浄化槽の
整備、その他の事業を総合的・計画的に推進するとともに、湖沼の底層DOや沿岸透明度改善に関する検討
を行います。また、琵琶湖の保全及び再生に関する法律（平成27年法律第75号）を受けて滋賀県が策定し
た琵琶湖保全再生計画を踏まえ、関係機関と連携して琵琶湖の水質の汚濁の防止及び改善、生態系の保全及
び再生の観点等から各種施策を推進します。
東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては、2016年9月に策定した第8次総量削減基本方針に基づき、化
学的酸素要求量（COD）、窒素含有量及びりん含有量を対象とした水質総量削減及び沿岸域の水環境改善
に係る取組を推進します。瀬戸内海については、2015年10月に改正された瀬戸内海環境保全特別措置法
（昭和48年法律第110号）及び同年2月に変更された「瀬戸内海環境保全基本計画」等に基づき、沿岸域環
境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用
の確保等の諸施策を推進するとともに、良好な水質の保全及び生物多様性・生物生産性の確保等の観点から
各種調査・研究を進めます。有明海及び八代海については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置
に関する法律（平成14年法律第120号）に基づき、環境省に設置されている有明海・八代海等総合調査評
価委員会が2017年3月に取りまとめた委員会報告を踏まえ、今後の同委員会における有明海及び八代海等
の再生の評価を進めるために必要となるデータの収集・整理を進めるとともに、赤潮や貧酸素水塊の対策、
底質改善、生態系の回復、その他の当該海域の環境の保全及び改善のための施策、水産資源の回復等による
漁業の振興のための施策等を推進します。このほか、多様な魚介類等が生息し、人々がその恩恵を将来にわ
たり享受できる自然の恵み豊かな豊穣の里海の創生を推進します。
生活排水対策については、人口減少等の社会情勢の変化を踏まえ、早期に汚水処理施設の整備を概成する
ことを目指し、また中長期的には汚水処理施設の改築・更新等の運営管理の観点で、汚水処理に係る総合的
な整備計画である「都道府県構想」の見直しを推進し、浄化槽、下水道、農業集落排水施設、コミュニ
ティ・プラント等の各種汚水処理施設の効率的かつ適正な整備を図ります。
浄化槽については、地震等の災害に強く、特に地方部では他の汚水処理施設に比較して少ない財政負担で
整備できることから、今後の生活排水対策の中で重要な役割を担うことが期待されます。そこで、汚水処理
人口普及率が低い地域での汚水処理の早期概成に向けた浄化槽普及戦略の策定に取り組みます。また、公共
財源の効率的・効果的な運用に向け、浄化槽事業におけるPFI等の民間活用を推進します。
下水道整備については、全人口の約7割の汚水処理を担っていますが、市街化区域にも下水道未普及地域
が残されており、快適で衛生的な生活環境の享受という公平性が確保されておらず、また、広域的な水質保
全の面からも課題となっています。そのため、未普及地域のうち、人口が集中している地域や水道水源水域
等、水質保全上重要な地域において重点的に整備を推進するとともに、その他の地域においては、他の汚水
処理施設と連携強化を図るとともに地域の実状に応じた低コストの整備手法の導入により、機動的な整備を
行います。また、水域の早期水質改善に向け、既存施設の一部改造や運転管理の工夫による段階的な高度処
理も含め、引き続き下水道における高度処理を推進するとともに、計画的な合流式下水道の改善を推進しま
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す。
農業集落排水事業については、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する農業集落排水施設の整備
又は改築を実施するとともに、既存施設について、長寿命化や老朽化対策を適時・適切に進めるための地方
公共団体による機能診断等の取組を支援します。
生物を用いた水環境の評価・管理（改善）手法については、引き続き検討を進めます。

4　地下水の保全対策

水質汚濁防止法が2011年6月に改正され、地下水汚染未然防止のための構造等の基準が設けられた、既
存施設に対する適用猶予期間が2015年5月末をもって終了しました。今後も、地方公共団体と協力し、地
下水汚染の未然防止を推進するとともに、地下浸透規制の在り方について検討を進めます。さらに、硝酸性
窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染については、流域の関係者が参画した地域に応じた総合的な対策の
推進に取り組みます。

5　環境保全上健全な水循環の確保

（1）環境保全上健全な水循環の確保
健全な水循環の保全又は維持の観点から、今後の望ましい社会・経済像を見据え、現在及び将来の社会・
経済の状況、技術レベル、生活の質を考慮した上で、流域の特性に応じた水量、水質、水生生物等、水辺地
を含む水環境が保全され、それらの持続可能な利用が図られる社会の構築を推進します。
また、広く国民に向けた情報発信等を目的とした官民連携プロジェクト「ウォータープロジェクト」を参
加企業等の協力の下、全国的に展開し、水循環の維持又は回復に関する取組と情報発信を促進します。
そのほか、流域別下水道整備総合計画等水質保全に資する計画を策定しての効率的な汚濁負荷削減施策の
推進、下水処理水等の効果的な利用や雨水貯留浸透の推進、汚濁の著しい河川等における水質浄化等の推
進、森林の適正な整備及び保全、自然海岸、干潟、藻場、浅海域の適正な保全や人工干潟・海浜の整備の推
進等を通じ、環境保全上健全な水循環の維持・回復を推進します。

（2）水環境に親しむ基盤作り
河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれにつながるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、
文化及び観光基盤等の「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」をいかし、市町村、民間事業者及び地元住民
と河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す「かわまちづくり」を推
進します。
良好な河川環境の整備と保全に係る取組を推進します。自発的に環境保全活動に参加できる環境づくりの
施策を展開します。
地域住民等の参加を得て、全国の河川において水生生物による簡易水質調査を推進するとともに、身近な
水環境の全国一斉調査の支援、住民との協働による水質調査を実施します。
また、雨水渠

きょ
等の下水道施設や下水処理水を活用した、せせらぎ水路等の水辺空間の再生・創出を推進し

ます。
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第4節　土壌環境の保全対策

1　環境基準等の見直し

土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）に基づく特定有害物質の見直し
等に係る検討を引き続き進めます。

2　土壌汚染対策

土壌汚染の環境リスクを適切に管理し、土壌汚染による人の健康への影響を防止するため、引き続き土壌
汚染対策法の適切かつ円滑な施行に努めます。加えて、2016年度に引き続き、低コスト・低負荷型の調
査・対策技術の普及を促進するための調査等を行います。
ダイオキシン類による土壌汚染対策については、第5章第2節3（1）を参照。

3　農用地の土壌汚染対策

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和45年法律第139号）に基づき、特定有害物質及びその他
の物質に関する知見の充実に努めます。また、農村地域防災減災事業（公害防除特別土地改良事業）等によ
る客土等の土壌汚染対策の取組を進めます。

第5節　地盤環境の保全対策

工業用水法（昭和31年法律第146号）及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律（昭和37年法律
第100号）に基づく地下水採取規制の適切な運用を図ります。特に、地盤沈下防止等対策要綱の対象地域
である濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部の3地域については、引き続き地域の実情に応じた総合
的な対策を推進します。さらに、雨水浸透ますの設置等の事業を交付金事業として実施します。
また、環境保全上健全な水循環の確保に向けた地下水採取規制の在り方について調査・検討を行います。

第6節　海洋環境の保全

1　海洋汚染等の防止に関する国際的枠組みと取組

ロンドン条約1996年議定書を国内担保する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法
律第136号）に基づき、廃棄物の海洋投入処分に係る許可制度等の適切な運用を引き続き行います。船舶
バラスト水規制管理条約の発効（2017年9月予定）に向け、バラスト水処理装置の審査等を着実に実施し
ます。
油、危険物質及び有害物質による汚染事故に対応するため、油濁事故対策協力条約（以下「OPRC条約」
という。）及び「2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に対する準備、対応及び協力に関する議
定書（以下「OPRC-HNS議定書」という。）」といった国際条約並びに国家的な緊急時計画に基づき、汚染
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事故に対する準備・対応体制の整備を進めるとともに、国際的な連携の強化、技術協力の推進等にも取り組
みます。また、環境保全の観点から汚染事故に的確に対応するため、汚染事故により環境上著しい影響を受
けやすい海岸等に関する情報収集等を行います。北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）の活動への積
極的な参加や支援を通じて、同海域における海洋環境に係るデータの集積及び海洋汚染の原因等の科学的解
明への貢献、国際協力体制の構築等の推進を図ります。具体的には、NOWPAPの枠組みにおいて、引き
続き、日本海及び黄海の富栄養化の状況を広域にわたって把握するための試験的評価の活動を継続するとと
もに、海洋生物多様性を保全する上で課題となる富栄養化や外来生物、生息地の改変の影響に関する評価を
進めていきます。また、人工衛星を利用したリモートセンシング技術を活用して、モデル海域における藻場
の分布状況の調査等を行う予定です。

2　排出油等防除体制の整備

環境保全の観点から油等汚染事件発生に的確に対応するため、OPRC条約、OPRC-HNS議定書及び国
家的な緊急時計画に基づき、緊急措置の手引書の備付けの推進並びに地方公共団体、民間団体等に対する研
修・訓練の実施、傷病鳥獣の適切な救護体制の整備、脆

ぜい
弱沿岸海域図の情報の更新等を推進します。

大規模石油災害時に油濁災害対策用資機材の貸出しを行っている石油連盟に対して、当該資機材整備等の
ための補助を引き続き行います。また、油防除・油回収資機材の整備を推進するとともに、油汚染防除指導
者養成のための講習会を実施する民間団体に対して補助を行うとともに、流出油が海洋生態系に及ぼす長期
的影響調査を実施します。加えて、沿岸域における情報整備として、沿岸海域環境保全情報の整備を引き続
き行い、情報の充実を図ります。

3　監視等の体制の整備

海洋環境の保全を目的として、海洋基本計画（2013年閣議決定）に基づき、領海、排他的経済水域にお
ける海洋環境の状況の評価・監視のため、海洋環境モニタリングを行い、日本周辺海域の海洋環境の現状の
把握に努めます。
また、東京湾・伊勢湾・大阪湾における海域環境の観測システムを強化するため、各湾でモニタリングポ
スト（自動連続観測装置）により、水質の連続観測を行います。

4　海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）対策

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等
の推進に関する法律（平成21年法律第82号）及び同法の参議院附帯決議並びに同法を受けて閣議決定され
た基本方針に基づき、漂着ごみ対策の総合的かつ効果的な推進に努めます。
海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）の回収・処理や発生抑制対策の推進のため、引き続き、地方自治体へ
の財政支援を実施します。さらに、異常に堆積した海岸漂着ごみや流木等が海岸保全施設の機能を阻害する
こととなる場合には、その処理をするため、災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業による支援も行い
ます。
漂流ごみについては、船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海
及び有明海・八代海等の閉鎖性海域において、海域に漂流する流木等のごみの回収を行います。
また、海岸や沿岸、沖合海域において、近年、生態系を含めた海洋環境へ与える影響が懸念されているマ
イクロプラスチックを含む海洋ごみの組成や分布密度等を定量的に把握するため、モニタリングを実施しま
す。とりわけ、マイクロプラスチックについては、日本近海に加え、日本から南極に至る広範な海域におい
て、分布状況の調査を行うこととし、マイクロプラスチックに吸着しているPCB等の有害化学物質の量を
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把握するための調査を進めます。2017年度からは、調査海域を拡大し、本州・九州等の近海に加え、我が
国南方海域等における東アジア等由来の海洋ごみの実態把握を進めます。
さらに、外国由来の海洋ごみ問題の削減へ向けた国際協力・連携の推進のため、二国間又はG7、
UNEP、NOWPAP、日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）等の多数国間の枠組みを通じて、関係国の施
策に係る情報交換を行うとともに、政策対話等の実施に取り組みます。

第7節　東日本大震災に係る環境モニタリングの取組

1　有害物質等のモニタリング

被災地周辺の基礎的な情報等を的確に把握、提供するため、引き続き、有害物質等に係る環境モニタリン
グ調査を実施します。
石綿については、福島県において、大気環境のモニタリングを引き続き実施します。また、その結果等を
踏まえた、更なる石綿の飛散防止対策・曝

ばく
露防止対策を関係省庁と連携して実施します。

海洋については、東日本大震災により海洋に流出した有害物質、廃棄物等の影響を把握するため、被災地
周辺の継続的な海洋環境のモニタリングを実施します。

2　東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質に係るモニタリング

東京電力福島第一原子力発電所事故により環境中に放出された放射性物質の影響を把握するため、政府が
定めた「総合モニタリング計画」（2011年8月2日モニタリング調整会議決定、2016年4月1日改定）に基
づき、関係府省、地方公共団体、東京電力株式会社等が連携して、必要な放射線モニタリングを継続的に実
施します。
水環境については、福島県を中心に、河川、湖沼・水源地及び沿岸域の水質・底質等並びに地下水の水質
について、引き続き、定期的に放射線モニタリングを実施します。

第8節　放射性物質による汚染の除去等の取組

国が直轄で除染を行う除染特別地域（帰還困難区域を除く）の面的除染は、政府の目標どおり2017年3
月末までに完了し、市町村が中心となって除染を実施する汚染状況重点調査地域についても、住宅や公共施
設等、日々の生活の場における除染作業がおおむね完了したところです。2017年度以降も、除去土壌等の
適正管理を行うとともに、除染の効果のモニタリングを行い、地域の実情に配慮しながら、フォローアップ
除染や森林の放射線量低減のための取組等の必要に応じた対策を行います。
また、帰還困難区域については、2017年2月に「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案」を
第193回国会に提出したところであり、当該法律案が成立した場合には、特定復興再生拠点区域復興再生
計画という一つの計画の下で、各事業主体が連携して、特定復興再生拠点区域における除染・解体とインフ
ラ整備等とを一体的に進めていきます。
福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を安全かつ集中的に管理・保管するための中間貯蔵施設に
ついては、2016年12月に公表した「平成29年度の中間貯蔵施設事業の方針」に基づき、用地取得に取り
組むとともに、施設の整備と除去土壌等の輸送を進めていきます。また、中間貯蔵開始後30年以内の福島
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県外での最終処分に向けては、2016年4月に取りまとめた「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開
発戦略」及び「工程表」に基づき、除去土壌等の減容・再生利用に関する技術開発や国民理解の醸成に向け
た取組等を着実に進めていきます。


